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Ⅰ 議会活動 

◎ 第１回定例会 令和６年２月１４日～３月２６日（４２日間） 

 

⑴ 報告・議案 《承認・議決（可決された議案）》 

ア 予算関係 

〇 令和５年度補正予算（一般会計予算(第９・１０号)・特別会計５件） 

〇 令和６年度当初予算（一般会計・特別会計７件・水道事業会計・下水道事業会計） 

 

イ 条例関係 

〇 奄美市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の

制定について 

〇 奄美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

〇 奄美市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について 

〇 奄美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

〇 奄美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

〇 奄美市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

〇 奄美市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 名瀬都市計画事業平田土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

〇 名瀬都市計画事業末広・港土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

〇 奄美市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市任期付市費負担教職員の採用，給与及び勤務条件等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〇 奄美市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

ウ 人事関係 

〇 教育委員会委員の任命について 

惠上 イサ子 氏 
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エ その他 

〇 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

〇 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更について 

〇 奄美市総合計画の策定について 

 

⑵ 可決された発議 

〇 発議第１号 不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支

援制度の確立を求める意見書の提出について 

 

⑶ 請願・陳情関係 

〔採  択〕 

〇（令和５年） 

請願第４号 「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保のための経済的支

援制度の確立を求める意見書」の採択を求める請願書 

 

〔不 採 択〕 

〇 陳情第１号 川内原発２０年延長に関する陳情書 （賛成数１，反対数２０） 

 

〇 陳情第２号 奄美群島内の空港・港湾の「特定利用空港・港湾」指定に反対する

陳情書              （賛成数３，反対数１８） 

 

 

◎ 第１回臨時会 令和６年５月１４日（１日間） 

 

⑴ 報告・議案 《承認・議決（可決された議案）》 

ア 予算関係 

〇 令和６年度奄美市一般会計補正予算（第１号）について 

 

イ 条例関係 

〇 奄美市税条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

ウ 人事関係 

〇 教育委員会教育長の任命について 

向 美芳 氏 

〇 固定資産評価員の選任について 

福山 優 氏 
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◎ 第２回定例会 令和６年６月１８日～７月５日（１８日間） 

 

⑴ 報告・議案 《承認・議決（可決された議案）》 

ア 予算関係 

〇 令和６年度補正予算（一般会計（第２・３号）） 

 

イ 条例関係 

〇 奄美市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

 

ウ 人事関係 

〇 固定資産評価審査委員会委員の選任について（３件） 

塩崎 博成 氏，浦口 一弘 氏，柴 一夫 氏 

  

エ その他 

〇 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

〇 奄美市過疎地域持続的発展計画の変更について 

〇 工事請負契約の締結について（２件） 

 

⑵ 可決された発議 

〇 発議第２号 国立療養所奄美和光園の医療・福祉の充実と，将来構想の確立を求

める意見書の提出について 

〇 発議第３号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための，２０２５  

年度政府予算に係る意見書の提出について 

〇 発議第４号 肉用子牛価格の急落に関する意見書の提出について 

〇 発議第５号 地方財政の充実・強化に関する意見書の提出について 

 

 

⑶ 請願・陳情関係 

〔採  択〕 

〇 請願第１号 国立療養所奄美和光園の医療・福祉の充実と，将来構想の確立に関

する請願について 

〇 陳情第３号 ゆたかな学びの実現・教職員定数改善をはかるための，2025 年

度政府予算に係る意見書採択の陳情について 

〇 陳情第４号 肉用子牛価格の急落に関する陳情 

〇 陳情第５号 奄美市の義務教育における学校給食費の無償化を求める陳情 

〇 陳情第６号 地方財政の充実・強化に関する意見書の採択を求める陳情 
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〔不 採 択〕 

〇 陳情第７号 米軍機オスプレイの奄美群島上空での訓練飛行，禁止を求める陳情

書                （賛成数３，反対数１８） 

 

 

◎ 第３回定例会 令和６年９月２日～９月２４日（２３日間） 

 

⑴ 報告・議案 《承認・議決（可決された議案）》 

ア 予算関係 

〇 令和６年度補正予算（一般会計（第４～６号）・特別会計４件・水道事業会計・

下水道事業会計） 

              

  イ 条例関係 

〇 奄美市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

等の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市ＩＣＴプラザかさり条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 

ウ 人事関係 

〇 人権擁護委員候補者の推薦について（４件） 

栄 和美 氏，勢田 哲夫 氏，栄 節子 氏，元 邦子 氏 

〇 監査委員の選任について 

松崎 正典 氏 

〇 教育委員会委員の任命について 

和田 良子 氏 

 

エ その他 

〇 鹿児島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

〇 奄美市道路線の廃止について 

〇 奄美市道路線の廃止及び認定について 

 

 

⑵ 可決された発議 

〇 発議第６号 鹿児島県域内交流促進に関する意見書の提出について 
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◎ 第 4 回定例会 令和６年１２月６日～１２月２４日（１９日間） 

 

⑴ 報告・議案 《承認・議決（可決された議案）》 

ア 予算関係 

〇 令和６年度補正予算（一般会計（第７・８号）・特別会計５件・水道事業会計・

下水道事業会計） 

〇 令和５年度歳入歳出決算認定について 

（一般会計・特別会計７件・水道事業会計・下水道事業会計） 

 

イ 条例関係 

〇 奄美市特定個人情報保護条例を廃止する条例の制定について 

〇 奄美市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

〇 奄美市長及び副市長の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

〇 奄美市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

〇 奄美市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市認定こども園条例の制定について 

〇 奄美市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市任期付市費負担教職員の採用，給与及び勤務条件等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〇 奄美市バンガロー施設条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市肉用牛集合団地条例の一部を改正する条例の制定について 

〇 奄美市単独住宅条例の制定について 

 

エ 指定管理関係 

〇 奄美市農業研修センター・奄美市名瀬農村環境改善センター・奄美市市民農園の

指定管理者の指定について 

〇 奄美市農林産物直売所の指定管理者の指定について 

〇 奄美市住用観光交流施設・奄美市農林産物加工センター・奄美市内海公園の指定

管理者の指定について 

〇 奄美市バンガロー施設の指定管理者の指定について 

〇 奄美市笠利営農支援センターの指定管理者の指定について 

 

オ その他 

〇 鹿児島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規

約の変更について 
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〇 工事請負契約の締結について（２件） 

〇 奄美市道路線の廃止及び認定について 

 

⑵ 可決された発議 

〇 発議第７号 奄美市血液供給体制に関する意見書の提出について 

 

⑶ 請願・陳情関係 

〔採  択〕 

〇 請願第２号 奄美市血液供給体制に関する請願 

 

 

◎ 委員会  

 

 ⑴ 常任委員会（文教厚生委員会・産業建設委員会・総務企画委員会） 

  ア 議案審査 

   ・各定例会において，各委員会に付託された所管の議案を審査して，その結果を本

会議に報告した。 

   

  イ 所管事務調査 

・総務企画委員会 

調査期間 令和６年７月１６日～１９日 

調査場所 兵庫県 加古川市役所，豊岡市役所 

参加委員 栄ヤスエ・川口幸義・朝木一仁・奥輝人・奥晃郎・ 

帶屋誠二・瀧真一郎・正野卓矢 

調査目的 ①書かないワンストップ窓口への取り組み（加古川市役所） 

②ジェンダーギャップ解消の取り組みについて（豊岡市役所） 

調査報告  加古川市では，窓口に来られる市民の手間を削減するため，「書か

ない」+「ワンストップ」の窓口を設置。実現に向けて，市民目線で

職員が窓口を体験することにより動線を見直したり，運用効率化の

ためにシステムの改修を実施したりした。現在，一部の業務を対象と

しているが，今後範囲の拡大を検討している。奄美市議会においても

市民の負担軽減に向けた取組みについて研究していきたい。 

豊岡市では，統計により判明した若い女性の減少を受け，ジェンダ

ーギャップ解消のため，就労支援，労働環境改善，啓発活動なと，行

政だけでなく，経済界や地域との連携した取り組みが進められてい

る。ジェンダーギャップ解消は，過去の社会のありようや人びとの

生き方を否定するのではなく，未来に向けてすべての人に十て生き

やすい，持続可能な社会をつくるための取組みと捉えて取り組んで

いきたい。 
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・文教厚生委員会 

調査期間 令和 6 年 5 月 21 日～24 日 

調査場所 東京都豊島区役所，  

豊島子ども WAKUWAKU ネットワーク（東京都豊島区），  

桜環境センター（埼玉県さいたま市） 

参加委員 竹山耕平・幸多拓磨・西忠男・大庭梨香・前田要・ 

﨑田信正・伊東隆吉 

調査目的 ①子どもの権利に関する条例について 

②豊島子ども WAKUWAKU ネットワークの取組みについて 

③桜環境センターの概要，取組みについて 

調査報告  豊島区では平成１８年に制定された子どもの権利に関する条例に

ついて，経緯や取組みを調査した。子どもの権利についての普及啓発

のほか，権利相談室の設置，１０歳～１８歳の子ども・若者が区の政

策について意見交換を行う「としま子ども会議」の開催などを実施し

て，子どもたちが希望をもって今を生き，次世代を担っていけるよう

取り組んでいる。 

豊島子ども WAKUWAKU ネットワークは，地域ぐるみで子ども

たちや貧困で孤立する家庭の支援を目的に NPO 法人の認証を取得

し，子ども食堂，プレーパーク（自分の責任で自由に遊ぶをモットー

にしたあそび場），学習支援，シングルマザー同士の交流会などを運

営している。奄美市においても官民一体となり地域の子どもを地域

が見守る仕組み作りや支援体制が重要であると感じた。 

さいたま市桜環境センターは，PFI 方式により建設・運営されてい

るごみ処理，熱回収，リサイクル，余熱体験を兼ねる施設である。燃

焼による熱エネルギー回収・発電による余剰電力の売却，資源ごみや

焼却後の発生物から回収した鉄，アルミ類を資源化して売却，余熱を

利用した温水を浴用・床暖房用に活用した入浴施設，トレーニング施

設，レストラン等として一般市民への提供などを実施している。今

後，議論されるクリーンセンターの建設への議論の参考としたい。 

 

 

・産業建設委員会 

調査期間 令和 6 年 5 月１５日～１８日 

調査場所 滋賀県東近江市役所， 丹後織物工業組合（京都府京丹後市） 

参加委員 弓削洋平・泉義昭・叶幸治・盛剛・永田清裕・多田義一・与勝広 

調査目的 ①「地域公共交通」ちょこっとバス・ちょこっとタクシーについて 

②丹後織物の担い手不足対策や技術伝承の取組について 

調査報告  東近江市では，市町村合併に伴い，交通路線の見直しを図り，サー
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ビスの均等化・公共交通空白地帯の解消に努めている。既存の基幹路

線を維持しつつ，ちょこっとバス・ちょこっとタクシーが生活圏維持

路線として利用者の動向に応じた効率的な運行により，市民生活に

密着した利用がなされている。利用促進を図るため，料金の工夫・走

行状況の可視化・商業施設との連携等を図っている。本市においても

生活路線の確保を含めた利便性の向上が必須であり，今後，奄美市独

自の制度設計に向けた参考としたい。 

１３００年以上の歴史を持つ絹織物の産地で，丹後ちりめん誕生か

ら３００年となる産地の中核施設として，創立１００年を迎える丹

後織物工業組合は，後継者不足・和装離れなどの課題に対し，将来に

わたり成長可能な稼げる織物産業を目指し，現在，ものづくりの製

造・管理機能と併せて，情報発信や交流を図る産業観光の拠点ともな

る新たな施設開設を目指している。これらの取組みの中には，本場大

島紬産業が抱える課題解決や振興策につながる多くのヒントや学び

があり，これを活かす機会をつくっていきたい。 

 

 ⑵ 特別委員会 

・予算等審査特別委員会 

令和６年第 1 回定例会において，令和６年度一般会計予算及び特別会計予算（７

件）並びに水道事業会計予算，下水道事業会計予算を審査し，いずれも可決すべき

ものであることを本会議に報告した。 

 

・決算等審査特別委員会 

令和６年第３回定例会後の閉会中審査において，令和５年度一般会計歳入歳出決

算，各特別会計歳入歳出決算（７件），水道事業会計並びに下水道事業会計利益処

分及び決算を審査し，いずれも認定及び可決すべきものであることを本会議に報告

した。 

 

・議員定数・報酬等特別委員会 

令和６年第４回定例会の会期中に第１回の会議を開催した。会議の進め方や結論

を出す時期などについて，現在，会派ごとに意見を取りまとめており，令和７年第

１回定例会の開会時に第２回の会議を開く予定とした。 
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Ⅱ 議会の概要 

１ 議会構成 

・議 長 奥   輝人（無所属）      （令和５年 1１月２７日選出） 

・副議長 正野 卓矢（チャレンジ奄美） （令和５年 1１月２７日選出） 

 

（１）議員定数 

条例定数：22 人 

※平成 30 年７月に定数を 22 人に改正し，令和元年 11 月 20 日から適用 

 

現 員 数：22 人（令和７年２月１日現在）  

 

 

 

（２）委員会（◎：委員長，○：副委員長）          （Ｒ７.2.1 現在） 

常  任  委  員  会 

総務企画委員会 文教厚生委員会 産業建設委員会 

◎栄 ヤスエ（公 明 党） ◎竹山 耕平（自民党新政会） ◎弓削 洋平（ﾁｬﾚﾝｼﾞ奄美） 

○川口 幸義（自民党新政会） ○幸多 拓磨（ﾁｬﾚﾝｼﾞ奄美） ○泉  義 昭（奄美笠誠会） 

朝木 一仁（ﾁｬﾚﾝｼﾞ奄美）  西 忠 男（ﾁｬﾚﾝｼﾞ奄美）  叶  幸 治（公 明 党） 

帶屋 誠二（無 所 属） 大庭 梨香（公 明 党）  盛     剛（無 所 属） 

 瀧 真一郎（無 所 属） 前 田 要（奄美笠誠会）  永田 清裕（自民党新政会） 

 正野 卓矢（ﾁｬﾚﾝｼﾞ奄美） 﨑田 信正（日本共産党） 多田 義一（無 所 属） 

奥  輝 人（無 所 属） 伊東 隆吉（自民党新政会） 与  勝 広（公 明 党） 

奥  晃 郎（自民党新政会）    

 

 

議 会 運 営 委 員 会 

◎多田 義一（無 所 属） ○﨑田 信正（日本共産党） 泉 義 昭（奄美笠誠会） 

正野 卓矢（ﾁｬﾚﾝｼﾞ奄美） 栄 ヤスエ（公 明 党）  竹山 耕平（自民党新政会） 

 

 

議会だより編集委員会 

◎奥  晃 郎（自民党新政会） ○帶屋 誠二（無 所 属） 朝木 一仁（ﾁｬﾚﾝｼﾞ奄美） 

大庭 梨香（公 明 党）  前 田 要（奄美笠誠会）  﨑田 信正（日本共産党） 
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                               （R７.2.１現在） 
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（４）党派・会派別構成            （５）年齢別議員数 

党・会派等の名称 人 数 

日 本 共 産 党    １ 

自 民 党 新 政 会    ５ 

公 明 党    ４ 

チ ャ レ ン ジ 奄 美    ５ 

奄 美 笠 誠 会    ２ 

無 所 属    ５ 

  

計 ２２ 

※最年少３１歳，最年長８３歳，平均年齢 5９.０歳 

 

２ 議会運営の主な申合せ事項 

（１）正・副議長の任期            

正・副議長    ※２年が慣例となっております。 

  

（２）本 会 議      

一般質問： ６０分以内  （答弁含む。） 

質問回数： 一問一答方式 （制限無し。） 

  

（３）請願・陳情  

○ 請願・陳情は，議会招集告示日の午後５時までに受理したものをその定例会で審

議する。（ただし，議長が緊急を要すると認める場合は，議会運営委員会に諮り，取

扱いを決定する。） 

○ 陳情等は次の各号のすべてに該当するものについては，請願書の例により処理す

るものとする。 

ア 本市に住所を有する者から提出されたものであること。 

イ 陳情等の趣旨が本市又は本市議会の権限に属する事項であること。 

ウ 陳情等の趣旨が公益的性格を有するものであること。 

※陳情等のうち上記により処理するもの以外は，議員全員に写しを配布するにとど

めるものとする。また，上記のほか，必要と認められる事項に関しては取扱基準に

基づき，議会運営委員会に諮り処理するものとする。 

 

 

  

年齢別 議員数 

30～39 歳 ２ 

40～49 歳 ２ 

50～59 歳 ６ 

60～69 歳 ８ 

70 歳～ ４ 

計 ２２ 
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３ 報酬，費用弁償等 

（１）報酬                              (R７.２.１現在) 

職 名 月 額 期末手当（夏季） 期末手当（冬季） 

議     長  420,000 円 833,175 円 833,175 円 

副   議   長  349,000 円 692,328 円 692,328 円 

常 任 委 員 長 331,000 円 656,621 円 656,621 円 

議 会 運 営 委 員 長 331,000 円 656,621 円 656,621 円 

議     員  321,000 円 636,783 円 636,783 円 

市 長    820,000 円 1,626,675 円 1,626,675 円 

副 市 長   640,000 円 1,269,600 円 1,269,600 円 

教 育 長 600,000 円 1,190,250 円 1,190,250 円 

    

（２）費用弁償等 

○ 費用弁償  平成 24 年３月 26 日,議員の報酬及び費用弁償等に関する条例 

の改正案を可決し，議員の議会出席日当（2,000 円）が廃止された。 

○ 旅   費  所管事務調査旅費は，平成 26 年度から１人 200,000 円以内 

 

○ 政務活動費 １人当たり 月 22,500 円［平成 23 年 12 月分から適用］ 

（政務活動費：地方自治法第 100 条第 14 項の規定及び条例に基づ 

き，議員の調査研究に資するため，その経費の一部として会派又は議 

員に交付することができる。） 

 

 

４ 議会事務局 

（１）事務局機構 

庶務係（２人） 

局 長  →  次 長      議事係（２人） 

調査係（１人）（次長兼務） 

（２）議会刊行物 

会 議 録  Ａ４  各８０冊     （反訳及び編集・製本は委託） 

 議会だより  年４回，２２，４００部発行 （印刷・製本は委託） 
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５ 令和５年度政務活動費活用状況 

（１）令和５年４月～令和５年１１月 

議員１人当たり月額 22,500 円×８か月 計１８万円を交付 

（途中退職議員１人は在職期間の５か月分を交付）。 

全体の交付申請額３３５万円のうち２１５万円（６４％）を活用しました。 

幸多　拓磨 91,125 20,649 111,774 111,774 68,226

弓削　洋平 74,720 18,389 13,209 106,318 106,318 73,682

永田　清裕 57,900 49,710 7,440 115,050 115,050 64,950

和田　霜析 209,000 209,000 112,500 0

林山　克巳 0 0 180,000

正野　卓矢 93,760 1,100 94,860 94,860 85,140

橋口 耕太郎 96,690 32,560 129,250 129,250 50,750

栄　ヤスエ 95,390 31,460 2,750 129,600 129,600 50,400

大迫  勝史 103,360 63,311 166,671 166,671 13,329

奥   晃郎 80,000 15,466 95,466 95,466 84,534

竹山　耕平 136,610 29,000 34,640 200,250 180,000 0

関　誠之 121,070 45,000 85,050 251,120 180,000 0

日本共産党 38,249 152,000 190,249 180,000 0

与   勝広 95,390 39,462 134,852 134,852 45,148

西   公郎 0 0 180,000

奥   輝人 7,356 7,700 15,056 15,056 164,944

伊東  隆吉 4,500 2,079 38,940 45,519 45,519 134,481

川口　幸義 82,080 46,165 49,300 177,545 177,545 2,455

多田  義一 192,000 192,000 180,000 0

総　計 497,550 45,000 424,655 0 324,440 0 706,958 213,977 0 152,000 2,364,580 2,154,461 1,198,039

構　成　比 21.0% 1.9% 18.0% 0.0% 13.7% 0.0% 29.9% 9.0% 0.0% 6.4% 100.0%

（単位：円）

項　目

〈　支　出　額　の　使　途　〉

支出額の
合計

政務活動
費の
支出額

市への返
還金調　査

研究費
研修費 人件費 事務所費広報費 公聴費

要請
陳情

活動費
会議費

資　料
作成費

資　料
購入費

 

 

（２）令和５年１２月～令和６年３月 

議員１人当たり月額 22,500 円×４か月 計９万円を交付。 

全体の交付申請額１98 万円のうち１３６万円（６９％）を活用しました。 

朝木　一仁 41,733 8,539 50,272 50,272 39,728

西　忠男 5,000 43,050 14,270 15,279 77,599 77,599 12,401

帶屋　誠二 51,715 41,415 93,130 90,000 0

瀧　真一郎 3,700 3,700 3,700 86,300

正野　卓矢 70,800 21,024 91,824 90,000 0

弓削　洋平 33,700 7,360 9,435 50,495 50,495 39,505

幸多　拓磨 3,325 12,994 64,000 80,319 80,319 9,681

（単位：円）

項　目

〈　支　出　額　の　使　途　〉

支出額の
合計

政務活動
費の
支出額

市への返
還金調　査

研究費
研修費 広報費 公聴費 会議費

資　料
作成費

資　料
購入費

人件費 事務所費
要請
陳情

活動費
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大庭　梨香 55,910 5,000 32,061 92,971 90,000 0

叶　幸治 59,910 12,017 71,927 71,927 18,073

盛　剛 0 0 90,000

前田　要 0 0 90,000

泉　義昭 64,800 13,391 78,191 78,191 11,809

永田　清裕 51,715 25,150 3,720 80,585 80,585 9,415

日本共産党 5,000 21,446 76,000 102,446 90,000 0

奥   輝人 2,800 2,800 2,800 87,200

多田  義一 0 0 90,000

栄　ヤスエ 56,920 15,000 2,194 5,500 79,614 79,614 10,386

与   勝広 56,920 22,532 79,452 79,452 10,548

奥   晃郎 51,915 40,000 91,915 90,000 0

伊東  隆吉 51,715 1,039 29,710 82,464 82,464 7,536

竹山　耕平 62,751 19,080 81,831 81,831 8,169

川口　幸義 52,315 3,965 39,988 96,268 90,000 0

総　計 621,586 25,000 229,283 0 0 0 190,958 180,976 0 140,000 1,387,803 1,359,249 620,751

構　成　比 44.8% 1.8% 16.5% 0.0% 0.0% 0.0% 13.8% 13.0% 0.0% 10.1% 100.0%  

※ 政務活動費とは，奄美市議会議員の調査研究その他の活動に資するため，必要な経

費の一部として交付されるものです。 

 

Ⅲ 資料編 

○ 市 勢 

１ 市 制 施 行 

・奄美市制施行  平成 18 年３月 20 日（名瀬市・住用村・笠利町，3 市町村合併） 

 

２ 人 口 等                  （R６.12.31 住民基本台帳） 

※ 平成 24 年 7 月から住民基本台帳人口には，外国人を含みます。 

(合併時は，平成 18 年３月末) 

地 域 
世帯数 

（合併時） 

人口 
合併時からの

人口増減 男 女 
計 

（合併時） 

名 瀬 
19,581  

（19,562） 
16,339  17,612 

33,951  

（40,478） 
△6,527 

住 用 
714  

（863） 
521 555 

1,076  

（1,804） 
△728 

笠 利 
3,075  

（3,093） 
2,520 2,702 

5,222  

（6,939） 
△1,717 

計 
23,370  

（23,518） 
19,380 20,869 

40,249  

（49,221） 
△8,972 
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３ 面     積     308.33ｋ㎡  

 

４ 人  口  密  度         130.5／ｋ㎡  

     

５ 産業別就業者数 

                                               （令和 2 年国勢調査） 

産業分類  就 業 者 数（人）   割 合 （％） 

第１次産業 741 3.7 

第２次産業 2,698 13.6 

第３次産業 16,341 82.1 

分類不能 117 0.6 

計 19,897 100.0 

                                

６ 都 市 宣 言 

 〇 交通安全都市     （昭和 38 年５月 29 日） 

 〇 健康都市       （昭和 41 年６月 18 日） 

 〇 伝統産業振興モデル都市（昭和 46 年６月 16 日） 

 〇 暴力追放都市     （昭和 51 年 10 月５日） 

 〇 選挙の浄化宣言都市  （昭和 58 年３月 25 日） 

〇 非核・平和都市    （平成 18 年 6 月 23 日） 

 

７ 友好都市及び姉妹都市 

○ 兵庫県西宮市             （友好都市：昭和56年１月31日） 

○ アメリカテキサス州ナカドウチェス市 （姉妹都市：平成７年４月26日） 

○ 大阪府豊中市             （友好都市：平成24年２月６日） 

○ 千葉県芝山町            （友好都市：令和６年７月１日） 

 

８ 交 流 事 業 

○ 群馬県みなかみ町  （平成 13 年～） 

 

９ 職員数の推移 

項目      年度 H18 R２ R3 R４ R５ R６ 

年 度 当 初 職 員 数 714 602 605 610 602 605 

※平成 18 年度比較△109 
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〇 奄美市の市章 

 

奄美市のイニシャルである A をモチーフとし，奄美の豊かな  

自然と共生する市民の姿を表現しました。 

また，赤い丸は奄美の恵みの太陽を表しています。 

 

〇 奄美市の市木（平成 19 年 3 月 20 日制定） 

リュウキュウマツ，ガジュマル 

〇 奄美市の市花等（平成 19 年 3 月 20 日制定） 

シャリンバイ，ハイビスカス，ヒカゲヘゴ（その他植物） 

〇 奄美市民憲章（平成 19 年 3 月 20 日制定） 

誇りある奄美市民の幸福と前進のために 

1 わたしたち奄美市民は，きまりを守り住みよいまちをつくります。 

2 わたしたち奄美市民は，助け合いぬくもりのあるまちをつくります。 

3 わたしたち奄美市民は，健康で明るいまちをつくります。 

4 わたしたち奄美市民は，教養を高め伸びゆくまちをつくります。 

5 わたしたち奄美市民は，よく働き豊かなまちをつくります。 
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  令和６年度各会計予算
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令和６年度 奄美市一般会計予算 
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令和６年度 奄美市一般会計歳入概要分析（予算） 
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令和６年度 奄美市一般会計歳出概要分析（予算） 
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令和５年度 奄美市普通会計決算  
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令和５年度 奄美市普通会計歳入概要分析（決算） 
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令和５年度 奄美市普通会計歳出概要分析（決算） 
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令和５年度 奄美市一般会計決算状況  

    ※四捨五入の関係で合計等と一致しない場合がある。 

自主財源 

依存財源 

総務費▶住民登録・統計調

査・課税徴収・選挙・庁舎

の管理など市の総括的事務 

民生費▶高齢者福祉や子ども

の保育費，生活保護など市

民福祉全般の事務・事業 

衛生費▶健康で安全な生活の

ための保険衛生やごみ処理

など 

農林水産業費▶農林業・水産

業の振興 

商工費▶大島紬や観光振興な

ど商工業振興 

土木費▶道路・港湾・市営住

宅などの整備や維持管理 

消防費▶消防本部や消防団な

どの消防・救急活動 

教育費▶小中学校の運営・整

備や公民館活動など教育全

般の事務・事業 

公債費▶過去に借り入れた債

務の支払 

災害復旧費▶公共施設等の災

害復旧 
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令和５年度 奄美市特別会計決算状況 

 

特定の事業を行うために経理を他の会計と区別しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 奄美市水道事業会計決算状況 

 

水道事業を行うために経理を他の会計と区別しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※四捨五入の関係で計の数値，率（％）が合わない場合があります。  
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令和５年度 奄美市下水道事業会計決算状況 

下水道事業を行うために経理を他の会計と区別しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※四捨五入の関係で計の数値，率（％）が合わない場合があります。 

 

令和５年度普通会計決算総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円，％）

当　　該　　市　　町　　村 類似団体 対前年度比

令和５年度 ① 令和４年度 ② ①－② 令和４年度 (%)

　財　 政　 力　 指　 数（３ケ年平均） 0.27 0.27 0.00 0.44

　標   準   財   政   規   模   （A） 18,089,289 17,698,805 390,484 10,224,696 2.2%

　経　　常　　収　　支　　比　　率　　 91.2 93.9 △ 2.7 92.4

普　通　建　設　事　業　費　　　（B） 2,307,381 3,024,918 △ 717,537 2,425,375 △23.7%

地　方　債　現　在　高        　（C） 39,847,223 42,330,236 △ 2,483,013 17,699,377 △5.9%

債　務　負　担　行　為　額　　　（D） 6,383,345 6,448,388 △ 65,043 2,719,943 △1.0%

積　立　金　現　在　高　　　　　（E） 17,100,580 16,485,518 615,062 7,583,345 3.7%

4,170,651 4,038,104 132,547 2,722,586 3.3%

(E)のうち 3,340,863 3,564,168 △ 223,305 1,101,476 △6.3%

主な基金 2,509,256 2,461,710 47,546 1.9%

30,577 30,573 4 0.0%

17,457 17,457 0 0.0%

355,422 372,338 △ 16,916 △4.5%

2,716,465 2,154,555 561,910 26.1%

2,011,290 1,937,264 74,026 3.8%

1,880,572 1,850,000 30,572 1.7%

10,000 10,000 0 0.0%

普 通 建 設 事 業 費(B)/(A) 12.8% 17.1% △4.3% 23.7%

標準財政 地 方 債 現 在 高   (C)/(A) 220.3% 239.2% △18.9% 173.1%

規模に対 債 務 負 担 行 為 額(D)/(A) 35.3% 36.4% △1.1% 26.6%

する比率 積 立 金 現 在 高   (E)/(A) 94.5% 93.1% 1.4% 74.2%

41.5% 43.0% △1.4% 37.4%

実　質　赤　字　比　率 0.0%

連  結  実  質  赤  字  比  率 0.0%

実 質 公 債 費 比 率 (３ケ年平均) 9.5% 9.5% 0.0%

将　　来　　負　　担　　比　　率 -1.2% -0.9% △0.3%

過疎地域自立促進特別事業基金

合併まちづくり基金

財　政　調　整　基　金(F)

減　　債　　基　　金  (G)

社会教育振興助成基金

財政調整基金＋減債基金((F)+(G))/(A)

区　　　　　　　　分

地域振興基金

銅像等管理基金

まちづくり整備基金

ふるさと応援基金

公共施設整備事業基金
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  財政構造 

年

度 
財政力指数 

 

経常収支比率 

(%) 

財源構成比率 

     (%) 

 

実質公債費比率 

          (%) 

 

実質単年度収支 

   （千円）  自主財源 依存財源 

23 0.25 93.7 19.8 80.2 12.6  250,587 

24 0.25 94.6 19.7 80.3 11.9 △177,769 

25 0.25 91.1 18.9 81.1 11.4  794,782 

26 0.26 91.2 20.8 79.2 10.3 △147,432 

27 0.26 89.2 18.2 81.8 9.5  160,518 

28 0.27 90.4 21.0 79.0 9.0 △237,215 

29 0.27 91.5 21.3 78.7 9.2 △516,695 

30 0.27 91.4 21.9 78.1 9.3 △251,958 

元 0.27 93.6 23.7 76.3 9.5 △1,416,738 

２ 0.27 93.４ 18.9 81.1 9.5 △218,024 

３ 0.27 88.9 25.4 74.6 9.6 △54,617 

４ 0.27 93.9 22.3 77.7 9.5 △78,257 

５ 0.27 91.2 26.2 73.8 9.5 126,272 

 

【用語の意味】 

○ 財政力指数 

市の財政に力があるかどうかを表す指標です。この指数が高いほど自主財源の割合

が高く，財政に余裕があるとされています。これが１を超えると普通交付税の交付を

受けません。 

 

○ 経常収支比率 

財政の弾力性（ゆとり）を見るための指標です。地方税，地方交付税などの使途を

制限されない経常的な収入に対する，人件費，公債費，扶助費などの経常的な支出の

割合が低いほど財政にゆとりがあり，様々な状況の変化に柔軟に対応できることを示

します。 

 

 ～家計に例えると～  

毎月の給料に対して，食費や家賃，光熱水費など毎月決まって支払わなければな

らない経費の割合がどれくらいあるかを見たものに似ています。この割合が高いほ
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ど家計のやりくりが苦しいことになります。 

○ 財源構成比率 

    市税，使用料などの自主財源及び交付税や補助金などの依存財源が収入に占める割合

を示しています。 

 

○ 実質公債費比率 

実質的な公債費（地方債の元利償還金）が財政に及ぼす負担を表す指標です。 

これが 18%以上の団体は，地方債の発行に許可が必要となります。さらに，25%以

上の団体は,地域活性化事業等の単独事業に係る地方債が制限され，35%以上の団体

は，これらに加えて一部の一般公共事業債についても制限されます。 

 

○ 実質単年度収支 

単年度収支から実質的な黒字要素（財政調整基金積立金，地方債繰上償還額） や赤

字要素（財政調整基金取崩し額）を加減したもので，当該年度における実質的な収支

を把握するための指標です。 

 

～家計に例えると～  

家計においても，余裕がある月は貯金をしたりローンを繰上返済したりしますし，

苦しい月は貯金を下ろしたりします。このような資産の増減につながることをしなか

ったものとして，単純に給料と生活費のバランスがどうなっているかを見たときにど

うかと考えるのに似ています。 

 

 

 

 


